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景観重点地区指定に伴う景観計画の改定について

１ 主な経緯

年 月 経 緯

平成 7 年 7 月 高槻市都市景観形成要綱に基づく大規模建築物等の届出制度を運用

平成 16 年 6 月 景観法の制定

平成 21 年 3 月 高槻市景観条例の制定

平成 22 年 6 月 ＪＲ高槻駅北東地区開発事業まちづくり協議会が「景観重点地区指定に

係る景観計画提案書（ＪＲ高槻駅北東地区）」を本市に提出

２ 景観行政の概要

(1)高槻市景観条例に基づく景観行政の概要

(2)高槻市景観基本計画の概要(抜粋)

③景観重点地区への指定

□個々の地域特性が色濃く反映されている地区や重点的に良好な景観形成に取り組むべ

き地域は、景観重点地区として位置付ける。（市景観条例第11条）

□第11条第２項では、「当該地区について、他の景観計画区域と区分して景観計画を定め

るものとする。」としている。

[候補地区]

・自然的景観：摂津峡周辺、芥川、樫田、原、三島江

・歴史的景観：高槻城跡周辺、芥川地区、富田

・市街地の景観：ＪＲ高槻駅周辺、阪急上牧駅周辺

①高槻市の景観特性

□景観への取組の必要性

□高槻市の景観の現状と特性

・自然的景観

・歴史的景観

・市街地の景観

②高槻市の景観形成の目標

□高槻への誇りと愛着の育成

□身近に感じることができる自然景観の保全

□人々の営みに支えられた歴史･文化の継承

□質の高い生活空間と多様な交流のある街の創出

→景観類型別の景観形成の方針

□高槻市景観計画

・景観計画の区域、良好な景観の形成に関する方針、

届出を要する行為、景観形成の基準、景観重要構

造物、屋外広告物などに関する事項を定める。

・景観法に策定が位置づけられており、主に規制方

策について定めている。

□高槻市景観条例

・目的、市・市民･事業者の責務、景観基本計画・景観計画、景観重点地区、届出を要する行

為、表彰や審議会の制度などについて定める。

□高槻市景観基本計画

・高槻市の目指す将来像の実現に向け

た景観面からのアプローチとして、

景観形成の方針や施策等を示し、高

槻市の良好な景観形成を推進するた

めの全体的なスキームを示す。

資料１
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３ 景観重点地区指定に係る景観計画提案

(1)提案概要

項 目 概 要

対 象 区 域 ＪＲ高槻駅北東地区 都市開発事業区域内 （約 9.3ha）

提 案 者

ＪＲ高槻駅北東地区開発事業まちづくり協議会
構成員：阪急不動産株式会社、株式会社そごう・西武、

社会医療法人愛仁会、学校法人関西大学、

高槻市ＪＲ高槻駅北東土地区画整理組合

提 案 日 平成 22 年 6 月 30 日

同 意 状 況 対象区域内の土地所有者等の全員同意

(2)提案内容

章 内 容

１景観重点地区として

の基本方針

・豊かな緑と高質な都市空間による、高槻の新たな顔にふさわ

しい、持続可能な都市景観の形成

２良好な景観形成のた

めの行為の制限

・市全域に比べて厳しい届出対象行為

（すべての新築・増改築について市へ届出が必要）

・市全域に比べて厳しい景観形成の基準

［例］

・色彩は高槻市景観形成基準を遵守すると共に、青色などの色

彩を避け、鮮やか過ぎないものとするように努める。

・照明は、暗がりの防止など安全面への配慮や統一感のある演

出などによって、魅力的な夜間景観の創出を図る。

・パブリックサインやストリートファニチャーは、利用目的別

に統一感を持たせ、利用者の利便性を図ると共に、周辺環境

の調和にも配慮する。

３景観重要公共施設等

の整備及び維持管理

に関する事項

・公共施設及び公益的施設はデザイン性に配慮すると共に、統

一感のある景観の形成を図るなど、景観重点地区というモデ

ル地区にふさわしい取組を行う。

・景観重点地区の指定を踏まえ、将来にわたって良好な景観を

保つための高質な維持管理を官民一体で実施する先駆的な取

組を行う。

［例］

・歩道と歩道状空地を一体的にデザインし、統一感のある平板

ブロックや、デザイン化された照明柱などを整備する。

・２階レベルのデッキは共通要素を活かしたデザインとして整

備・維持管理し、統一感のあるまちづくりを進める。

４屋外広告物の表示･

掲出に関する事項

・掲出物件を地区内施設の自家用広告に原則として限定
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章 内 容

５その他良好な景観形

成に関する事項

・整備した良好な都市景観を高質に維持するため、人の営みを

適切に誘導していくことにも取り組む。

・放置自転車は良好な景観を損ない、市民生活にも影響を及ぼ

すため、公共空間と公益的空間を「自転車等の放置禁止区域」

に指定し、良好な環境の維持を図りたい。

・喫煙はポイ捨ての要因になると共に、受動喫煙や安全に配慮

するため、公共空間と公益的空間において禁煙、又は受動喫

煙の防止を図るものとしたい。

(3)提案に対する本市の評価

○現行の景観計画よりきめ細やかな基準によ

る、本地区に相応しい良好な都市景観を誘導

○地区内を高質に維持管理することで、

地域環境を高い水準で保つことが可能

○住まい・働き・訪れる人たちの地域への愛着を向上させる契機

○長期的に、地域の魅力と活力の向上に資する取組

◎提案を踏まえ、ＪＲ高槻駅北東地区を景観重点地区に指定すべく

景観計画を改定（予定）
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４ 景観計画改定の骨子

 ＪＲ高槻駅北東地区を景観重点地区に指定していくにあたり、以下のように現行の景観計画

を改定していく予定としている。

 また、景観計画提案書の内容については、以下の視点からその内容を見直し、景観計画（素

案）に反映している。

 景観計画にふさわしい簡潔かつ十分な記述

 重複した記述や重要度・意義付けの低い記述の整理

 事業者からの提案としての記述から、本市計画としての記述への修正

第１章 景観計画の区域 第一章 景観重点地区としての基本方針

1 景観計画の区域 1 景観重点地区の区域

2 景観重点地区 2 景観形成の目標

第２章 良好な景観の形成に関する方針 3 景観形成の基本方針

1 市全域における良好な景観の形成に関する方針

2 第二章 良好な景観形成のための行為の制限

1 届出対象行為

第３章 2 行為の制限

1 市全域における行為の制限（景観重点地区を除く） 第三章

2 景観重点地区における行為の制限

1 基本的な考え方

第４章 2 景観重要公共施設等の範囲

3 整備内容及び空間演出方法

1 景観重要建造物

4 景観重要公共施設等の官民一体での維持管理について

2 景観重要樹木

第四章 屋外広告物の表示・掲出に関する事項

1 屋外広告物の表示又は設置に関する方針

1 市全域 2 表示・掲出に関する行為の制限

2 景観重点地区

第６章 景観重要公共施設等の整備に関する事項

1 景観重要公共施設等の基本的な考え方

2 景観重点地区

第五章 その他良好な景観形成に関する事項

第７章 その他良好な景観形成に関する事項

1 景観重点地区

景観重点地区指定に向けての計画提案

景観重要公共施設等の整備及び維持管理に関
する事項

景観重点地区における良好な景観の形成に関する方針

屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物
件の設置に関する行為の制限に関する事項

良好な景観の形成のための行為の制限に関す
る事項

景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の
方針

景観計画（素案）

第５章
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５ 今後の予定

(1)景観計画改定のスケジュール

年 月 予 定

平成 22 年 10 月 8日 景観審議会（景観計画素案について意見聴取）

〃 10月下旬～ パブリックコメント（１か月間）

平成 23 年 1 月 市都市計画審議会（景観計画案について意見聴取）

〃 3 月 市議会（景観条例改正の審議）

〃 3 月 市（景観重点地区に指定、景観計画を改定・告示）


